
臓器移植に係る普及啓発に関する作業班（第2回）  

議 事 次 第  

日 時 平成18年6月28日（水）  

10：00′・・′12：00  

場 所 経済産業省別館1014会議室（10階）  

1．開 会  

2．議  
題  

（1）臓器移植と普及啓発施策の現状等について  

（2）日本臓器移植ネットワークにおける普及啓発に関する取組みに  

ついて  

（3）臓器移植に係る普及啓発に関する先進的な取組みについて  

○ 藤田保健衛生大学病院  

○ 福岡県  

○ 新潟県  

（4）その他  

3．閉 会   



臓器移植に係る普及啓発作業班（第2回）  

配付資料－  

資 料1 臓器移植と普及啓発施策の現状等について  

資 料 2 ネットワークにおける普及啓発に関する取り組み  

（菊地委員提出資料）  

資 料 3 藤田保健衛生大学における献腎等に関する取り組み  

（神野参考人提出資料）  

資 料 4  福岡県における臓器移植に係る普及啓発に関する取り組み  

（杉谷参考人提出資料）  

資 料 5 新潟県における普及啓発  

（秋山委員提出資料）  

参 考  臓器移植に係る普及啓発に関する作業班について  

（平成13年6月12日配付資料）   



臓器移植と普及啓発施策の現状等につ  いて  

脳死下での臓器提供者数の推移   

（平成9年10月～平成18年3月）  
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○法施行以降平成18年3月まで 累計44例  

臓器移植の実施状況  

待機患者数  

うち脳死下  うち脳死下   

心臓   33名   33名   33件   33件   82名   

肺   25名   25名   27件   27件   117名   

肝臓   28名   28名   31件   31件   116名   

腎臓   704名   37名   1，291件   （※）71件   12，095名   

月革臓   26名   24名   26件   （※）24件   142名   

小腸   1名   1名   1件   1件   0名   

眼球（角膜）   7，972名   11名   13，079件   22件   3，924名   

（注） 臓器提供者、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から平成18年3月31  
日までの累計。   

※ 膵腎同時移植20件を含む。  

－ト   



年次別腎移植患者数  

年   ～70    72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87   

生体腎移植   137  38  37  82  117  131  133  170  221  176  236  242  249  339  405  417  470  549   

死体腎移植  
（心停止下）   37  4  4  4  8  4  22  27  36  51  49  118  154  191  159  143  174  163   

計   174  42  41  86  125  135  155  197  257  227  285  360  403  530  564  560  644  了12   

年   88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  0    2  3  4  5   

生体腎移植   534  547  551  463  402  323  399  432  453  437  510  566  600  554  634  728  727  

死体腎移植  
（心停止下）   198  261  220  234  207  197  199  172  186  159  149  150  139  135  112  134  167  144   

脳死腎移植  8  7  16  10  4  6  16   

計   732  808  771  697  609  520  598  604  639  596  659  724  746  705  了56  866  900  

出典：臓器移植ファクトブック2005（日本移植学会）、日本臓器移植ネットワーク調べ  

各国の死体からの移植の実施数（2004年）  
人口百万人あたり件数  

肝臓  腎臓   

崗日本 ■アメリカ ロイギリス ■ドイツ  

※ 人口百万人あたりの臓器提供者数（2004）（生体臓器提供者を除く。）  

日本：   0．7  アメリカ：24．4  イギリス：13．6  ドイツ：12．8  

出典（社）日本臓器移植ネットワーク調べ  臓器移植ファクトブック2005（日本移植学会広報委員会編）  
OPTN／SRTR20O5AnnualReport UKT「ansplantActivityreport2004－2005  
EUROTRANSPLANT2005AnnualReport  人口：OECDLabourForceStatistics，2005Edition  
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生体間移埴の状況  

（件）  図2肝臨移植実施件数  （件）  図1腎臓移植実施件数  

図3 肺移植実施件数  

○海外渡航者総数103名（18歳以上45名、10～17歳25名、0～9歳33名）  

－3－   



海外渡航移植者の状況（肝臓、腎臓）   

（肝臓）  

○調査対象：123施設（日本肝移植研究会施設会員）中、有効回答120施設。  

○外来通院している移植患者数：2983名。83施設。  
○渡航移植を受けて通院している患者数：221名。43施設。  

○渡航先国別人数（221名中101名が回答。不明120名）  
米国42名、オーストラリア30名、中国14名、イギリス4名、スウェーデン、ドイツ3名、ベルギー、  

韓国2名、コロンビア1名   

（腎臓）  

○調査対象：154施設（日本臨床腎移植学会の把握する腎移植施設）中、有効回答138施設。  
○外来通院している移植患者数：8297名。136施設。  
○渡航移植を受けて通院している患者数：198名。63施設。  
○渡航先国別人数（198名中180名が回答。不明18名）   
中国106名、フィリピン30名、米国27名、韓国11名、タイ2名、フランス、パキスタン、インド、   
ペルー1名  

資料出所：「渡航移植者の実情と術後の状況に関する調査研究」報告書  

（主任研究者：小林英司自治医科大学教授）  
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都道府県別の腎臓提供件数と移植件数の推移／移植希望登録者数  

※1 2002．1．10～  現行腎臓移植レシピエント選択基準の適用期間  

※2 「平成14年10月1日現在推計人口」及び「平成17年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）総務省統計局の資料に基づき、  

厚生労働省健康局臓器移植対策室で推計⊂  
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人口10C）万人あたり年間腎臓提供件数の推移（都道府県別）  

2002亡  

⊂コ 0．0  
′〉0．5  

［ニコ ～1．0  

闇 ～1．5  

選考1．5～  

／＋  

「／♂   

2005  

⊂コ 0．0  
～0．5  
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提供件数ごとの腎臓提供施設の分類について（心停止下）  

（新レシピエント選択基準による二2002／1／10～2005／12／31）  

提供総件数：302  

提供施設総数：170  
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脳死下臓器提供件数（都道府県別）  

［二二］0  

［コ 2  

塵翳 3  

藩 4～  

1 J  －・′∧ヽ．Jl－・－ノ  

「♂  

※ 集計は、病院所在地未公表分の以下を除く。  

東北  2件  

関東甲信越12件  
東海北陸   1件  

近畿  3件  

九州沖縄   1件  

※ 平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）  

から平成18年6月25日までの累計。  

（計47例）  
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移植医療に関する普及啓発について  

1．移植医療に関する普及啓発の取組み状況  
（1）国民に対する普及啓発  

①臓器提供意思表示カートシールの配布等   

■役所、保健所、郵便局、運転免許試験センタ】等の公的機関、病院、薬局   
等の医療機関、コンビニ、スーパーなどの店舗等に配置など  
・健康保険関係機関等に対して、被保険者証の更新等の際の意思表示シー   
ル等の配布について、協力依頼  
・臓器移植法施行（平成9年10月）から本年3月までに、カード約1億463万   
枚、シール約2710万枚を配布  
・平成17年10月よりカードのデザインを一新   

②関係団体等による移植医療に関する普及啓発   

■臓器移植普及推進月間（10月）を中心に、日本臓器移植ネットワーク、都道   
府県、移植患者団体、腎バンク等関係団体による普及啓発活動  
・移植患者団体、ドナー家族団体等によるドナー記念祭  
・昨年より、公共広告機構によるCM等を再開  
・ネットワークにおいて、移植医療に関するリストバンドを配布  

③教育における普及啓発   
q平成16年度より、全国の中学3年生にパンフレットを配布  

④臓器提供意思登録システムの整備   

－ネットワークにおいて、今年度制度化の予定   

⑤医療保険の被保険者証への意思表示記入欄の記載  

施行規則等改正に伴い、被保険者証の  
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又は臓器提供意思表示シールの添付欄とするなど、適宜使用し七  
差し支えないこととされた。  
■神奈川県下の1市、富山県下の1市、滋賀県下の全市町（30）、  
山口県下の1市、福岡県下の1町の国保、2つの健保組合で実施  
・政府管葺健康保険では、意思表示欄の導入について、  
パブリックコメントを実施（4月20日～5月19日）  
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への普及啓発■支援等  （2）医療機関等関係者  

（D都道府県（コーディネーター）による医療機関への協力要請   

■院内コーディネーターの設置支援等   

②医療関係者・医療機関等の体制整備等の支援  
・医療関係者に対する研修、マニュアル作成の協力、シミュレーションの支   
援等   

・ネットワークによる脳死判定等に関するDVDの作成・配布  

・日本移植学会による意思表示を確認する院内システムの整備支援   

】医療機能評価における臓器提供体制の評価  

・臓器移植対策推進功労団体への厚生労働大臣感謝状の贈呈   

③臓器提供事例時における提供病院への支援   

tメディカルコンサルタント医師の派遣   

】日本脳神経外科学会による脳波検査の支援   

・ネットワークによる臓器提供病院への交付金   

・脳死判定、ドナー管理等に関する診療報酬上の評価（18年度～）  

④医学部生に対する臓器移植に関する教育等  

（医学教育）  

全国の医科大学（医学部）の教育プログラムの指針となる「医学  

教育モデル・コア⊥カリキュラム」において、「植物状態と脳死の違  
いを説明できる」「臓器移植の種類と適応を説明できる」などの到  

達目標を掲げている。  

（医師国家試験）   

医師国家試験の必修の基本的事項として臓器移植及び脳死が挙  

げられており、また「臓器の移植に関する法律」、「脳死、脳死判定  
基準」、「臓器■組織移植」についても、「医師国家資格試験出題基  
準」に定められている。  

ー10－   



⑤移植医療の社会的基盤整備に関する研究   

巳スペイン等における取組みを参考に、   

一 臓器提供病院におけるスタッフの意識調査、病院の医療  

記録に基づく臓器提供プロセスの障害要因の分析等による  

体制構築支援モデルの開発   
凹 コーディネ】ターの教育プログラムの開発 等  

－11－   
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買2回臓器移植に係る  

普及啓発に関する作業班  

叶18．6．28）  

藤田保健衛生大学における献腎等に関する取り組み  

藤田保健衛生大学脳神経外科  

名誉教授 神野 哲夫   



藤田保健衛生大学病院  

臓器・組織提供数（1979－2005．8）  

1．腎臓  215例  393個   

2．骨  44例   

3．膵島  8例   

4．その他   1例  

2   



藤田保健衛生大学からの献腎  

全てが心停止ドナー腎  

わが国の献腎の約10％  

愛知県の献腎の約50％  

3   



疾患別献腎者  

（藤田保健衛生大学病院 救命救急センター）  

脳血管障害  62％  

頭部外傷  6％  

その他  5％  
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献腎の承諾と拒否  

承諾理由  

役に立つ  18  

本人意思（内ドナーカード2）10  

移植に理解・関心  

生きて欲しい  

本人の性格・生き様  

心の拠り所  

焼くんだから  

世話になった  

9  

7  

4  

3  

3  

1  
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承諾理由  

博愛主義  27（73．0％）  

本人の意思  14（37．8％）  

その他  14（37．8％）  

拒否理由  

・傷つけたくない  

・受容出来ず・奇跡救命希望  

・そのまま帰して  

・本人意思不明  

・本人拒否意思  

・医療不信・不満  

・身内・親類反対  

・疎遠、かかわりたくない  

・脳死は死ではない  

・肉体は物ではない、キリスト教  

・人生観  

・使命感、社会環境なく考えられない  
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拒否理由  

生死観t宗教観   

本人の意思   

医療不信   

その他  

33／37（89．2％）  

8／37（21．6％）  

3／37（8．1％）  

3／37（8．1％）  

腎提供遺族アンケート（肯定的）  

1．提供してよかった  

2．提供した事を周囲の人に話を  

する事が出来る  

3．役に立つことを信じているので  

後は気にしていない  

4．心停止後なのでよかった  

64％  

55％  

5．脳死状態で提供してもよかった  14％  

6．心臓も肝臓も提供してもよいと思った10％  
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腎提供遺族アンケート（否定的）  

（複数アンケート）  

1．提供して腎がどうなったか気になる  22％  

2．かわいそうだと思った  

3．身体を傷つけられたと思った  

4．提供した事を秘密にしている  

5．心停止後でも抵抗があった  

6．周囲から非難された  

7．提供前と話が違うと思った  

もう一度同じ様な経験をしたら  

1．提供に同意する  34％   

2．拒否する  2％   

3．わからない  31％   

4．本人の意思の確認が必要 33％  
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No．ofNeurosurgeryInJapan  

l． F．H．∪  841  

2．NipponU．   550  

3． Kurume U．   520  

4．KyotoU．   440  

5．TokyoWomenU．430  

6．Juntendo U． 430  

■Tokyo U． 330  

・Osaka U． 250  

・Tohoku U．240  

・Naogoya U．220  

7．Kyo「inU．  

8．］wate U．  

9． AichiU．  

10．DokyoU．  

430  

430  

390  

380  
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I！・セ  

問  診  票  

豊丘」＿＿川【▼ ＿ 【 」 男ユ  

1． 伺蠣⊂1■さn才一‾ウ？  

『鴫 ■1u■ 鯛化■h 外叫 下形外也 b埠心外叫 Yq■1外円   

心▲血t外隅 改■榊 わ昇II叫 潜F曳外科  

2＿ とこがとの■仁■今川いですか7（■い・しびれ石・■廿ない■）  

〔  
’農事い虔位置Oて古～て下さい，（古包）  

3． いつⅦからですか？  

］  

〔  
d わるで  ）   

b．ない  

］  
4， かけりつけの■■・旺■lほありtすⅣ？  

5． bの■■にかかり覆し亡か？   

a．かかつてなしし   

b．／ナひった．   

との壌なけ軒，冶■モ曽りまレだか？  

T
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－
 
 

L
t
－
 
 

d
b
〓
則
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＿
 
 ※アンケートにこ協力下さい。   

1．臓糊供鵬表示かドを（所持している・所持してい倒1）   
■．なlし   

b．れろ．（土亀・井・往だ＋）   

c．ゎから任しし  

8．く女性の市へ〉1江、畦■してい事すか？   

皿 ほい．（  ケ月）  

ト⊂こ電力下さい．  

■静躍如書空茶示乃、ト空（研任している・抑帽してい尽い）  
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患者個票  

1イ）病院  

／  ニLヱ⊥ 
け ■．℡・ナ  1  

病院名（  

11㌍一己Ie入l【Il  

Il竺   

併Il   

●モIi潔  一三  
1e｝  

i乱そとワトナそ  r「．  

● 優■■1忘罵一用人竺  
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最近の院内Co連絡協議会 開催内容  

講演内容   
症例検討   

第10回   『移植を待つ子をもって』   A病院分   

Hl（i．6   心臓移植待機患者家族   

第11回   『脳死判定と治療義務の限界』   B病院分  
慶応大学大学院法学部教授  

Hl（i．8  井田良   

第12回  『臓器移植～救急の現場で考えること』   C病院分  

兵庫医科大学救命救急センター副部長  
IIl（i．10  吉永和正   

第13回  『臓器移植に関する意見交換会』  

反対派団体、マスコミ（TV、ラジオ報道部）  

法律学者、市民団体、レシピエント家族  

I11（i．12             移植体験者   
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臓器移植普及啓発作業班会議  
～新潟県における普及啓発～  

2006年6月28日   

新潟県臓器移植コーディネーター  

秋 山 政 人   
（財）新潟県臓器移植推進財団   



献  

者   

ステー  内容  

0  
過去に遡っても全く献腎提供が成され  

ていない。  

巴   

献腎を行うためのシステムが  

未確立。家族からの申し出のみ。   

2  
個々の医師・病院の努力により散発 

に献腎が得られる。  

3  
一定の手法の下に、安定して献腎が 

られる。  

献腎提供増のスタンス  

○スローガン   

臓器提供について自主的・主体的な取り組みが  

できる地域を作る事   

＝｝その取り組みとは＝・   

■病院開発、及びDAPの手法を定着させる。  

・患者会、行政、移植医、県Co、院内Co、各種支援団体、マス   
の7者一体の取り組み。  

・医療機関整備と同時に県民への啓発。  
・提供者、及びその家族。さらにレシピエントのqOL。すなわち   

双方に意味をもたせる環境作り。（心理的ケアと地域参加）  
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諾書展  臓器提供承  
鱒l出■出ホ繕■  

＿，．＿L＿““！」＿」L＿＿止＿．£ニ塵L］  
■■凸■壇t■け嶋●  

1■   ．＿  

丘．1＿＿＿＿  

且u．■■の■厳につL・T■■モ1け、寸曾∈書tした上T．＝Bの■Fl二心，■止しただ  

t．轟●正たゎ亡■■心■M●靡けtニと亡▲専玉つt曾▲＿  

■坦モ＊■Tも■■rll莞£書■すも■■吐Cて■キ．■出t■■しなL■■l暮；‡×t幻IIるl   

■t（■・■〉・－ ▲ ■■」■・▲I  

l寛仁l■tの▲出lこ■って．■】■に監●した■■亡■■▼も■■仕らぴlこ■▼．■瞥▲ろい  

Iltわ暮、1ぴ■■1■¢■ムーtけもことに■＃h亡tす人＿ tた．■■手■よぴモ¢  

■tヒさ■な■■功1ト」ンバ■l：■距ttけもことに■■▲り▲甘ん＿  

正員心■▲■に舶■とたtLた■■■■雷●ヒq▼も●■嘉tけもことに■繹」＝】1■リ」  

以上tま曽暮のt霊て▲もことと■暮▲b■■ん＿   

以仁は東涯・J二・絵啓で阜そ‥二＿1二し二作造舟；∴宣†り1  

病院開発の経過  
19り9年IO月＝・厚生科学研究（北川班）活動開始  

「ゼロからのスタート」、県内の研究協力施設へ説明。J扇  
・2（）00年10月…厚生労働科学研究（大島班）   

院内Coを5施設に配置、献腎1例。  

・2001年4月＝・院内Co設置事業（行政）施行（10施設）   

県知事による院内Coへの委嘱状交付、予算獲得。  

献腎1例、脳死下多臓器提供1例。  

・2002年10月＝－DAP開始を3施設で先行開始   

病院職員意識調査（HAS）、患者個票（MRR）実施。   

その他の施設は従来の展開。  

現在、13病院49名  
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国（厚労省）  
移植推進組織図  

◎磁器移植医療の推進  
・‡多植普及啓発の推進  
・都道府県隠寄宿植コーディネーター設置   

の推j隻  

吐）日本臓器移植ネットワーク  
◎脱誤移植医療の推進  
・移植普及啓発事稟文補助金の交付  
・県海苔移植コーディネーター設置委託  
・院内⊃一宇ィネークー設置事其の推進  

（院内コーディネーターー委嘱・研修の実施）   

◎中立な第三者機関  
・移植医療の普及啓発  
・移植希望毒の彗星象  
・謀器（眼球除く）あっせん  

◎移植讐及・体制整備細蘭  
・臓器移植普及啓発事業  
・臆器移植体制整備  
・県の臓器移植コーディネーター設置  
臭稀の受託  
・微日月希望者登録・管理  
・眼球あっせん  

■■■■■■■■■■■■■■■●■■ヽ  

◎医療機関巡回 ： ・医療従事者への普及啓発 ：  

・作手臣交換  

H LA検査施設  
（組撼適合検査）  

提供発生病院  

◎普及啓発  
「意思表示カード」配付   
啓発イベント実施  

◎普及啓発 健康フェア■成人式等のイ  
ベント時に「意思表示カー  
ド」配布  

◎院内コーディネーター設置等莱  医療機関に幡器移植担当連絡調整者を委曜し、医療従事者への普及啓 
発と腹芸提供意思のイ云連体制の登臨を図る。  

（12病院・46名に委嘱） 

移 植 希 望 者  

県  民  
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総計  

看護師  

医師  
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有効な地域啓発とは？  

1．現状（問題点）  

新潟県では、平成7年から市民公開フォーラムを行政・患者会  
などと共同で開催し、参加者も会場予定の8害Ij程度は集客できる  

ようになった、が＝・・・ 

。 ⇒ 移植医療の尊さは本当に伝わっているのだろうか？‘？   
・臓器不全患者を助ける事ができる   

・移植後の患者は平穏に暮らしている（日常生活＝療養）   

・参加直後の感情は好意的である。  

†＋＋∴††  

・移植医療の進歩に驚き、またレシピエントの社会参加に感動  
は得られるが、具体的な実感までは達しないと推察される。  

啓発は、具体的実感を得ていただくことが重要である  
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第1相  第2相  第3相   第4相   

衝撃   否認   怒り   
受容   

平常 鎮型  

病的な  

最初の20－封）分   

耳更初の数時間～数   
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入院時意思  
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■l■■  ■  僧 B  ●l■暮  

看護サマリー聴取時、糖尿  
カードや抗凝固治療者カードな  

どの所持と共に、臓器提供  
表示カードの所持確認を行う。   

■t■，●■1▲■■▲■●■て、■l■▲■  

－‘■伽■■●tlI●1■⊂ ▼t鵬増  

事■■l■◆L▼↑▼い．   

■ 聞繍   言一三  亭。ん  

■ヽ′l■■■しl■■■′●●  

典■ゝ心慮●■▲ヤと▼．二Iul■■  

■曽til詭．†r乞うこと」▲＿て  

■一 ゝllIt  

■■」（r■▲【■‾■t■■lヽ  

ニ上▲■叫ヽゥJ▼岬L■■■†るこ  

とさ，▲れ1ト・よが二何丁～．lt．   

t■tlh／＝ことにiHい亡らLぐ   

lも■l．■J■1LてIき、・，  

tllIrlいlナ≒■・－、■11  

た／ナ止もトrr、◆′痛ハただ1ナ亡  

■■●■・■■1†ト・．  

カード類をA4サイズのパウチにまとめ．  

各病棟に常備し、必ず看護師が供覧しな  
がら確認を行う。  

■■ ■■■■t■ヽl嶋■▼．・  

■■L■■●■■▲ l●■●  
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家族支援  
（：入院直後～承諾～カニュレーションまでの支援）  

「l．落胆する家族・親族への援助  

治療・看護内容の理解への援助  

；之．家族・親族の意思確認  

意思決定権の尊重  

こき．葛藤する家族への援助  

24時間対話できる体制  

4．チーム医療の展開とIC  
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（参 考）  

平成13年6月12Lj  

臓器移植に係る普及  

啓発に関する作業班  

（第1回）配付資料  

臓器移植に係る普及啓発に関する作業班について  

1．趣旨  

○ 総理府の世論調査によれば、国民の約3割が脳死下又は心停止後に臓器を提供   

したいと考え、臓器提供意思表示カードの所持率も向上している。しかし、臓器   

移植法施行後3年半を経過して、脳死下での臓器提供は14例となっており、ま   

た、心停止後の腎臓及び眼球（角膜）の提供数は近年むしろ減少傾向にある。  

○ 国民一般に対する普及啓発の重要性は今後とも変わらないが、先の世論調査に   

よれば、一般的な制度等の周知度は相当向上してきており、引き続き臓器提供意   

思表示カードの普及等を推進していく必要がある。  

○ 他方、多数の国民が臓器提供の意思を持ちながら、それが移植に結びついてい   

ない理由として、医療従事者に対する普及啓発が不十分であることがその一因で   

あるとの意見があり、医療従事者への普及啓発等を行う臓器移植コーディネータ   

ーの役割を見直すことなどが求められている。  

○ そこで、本作業班では、特に近年減少傾向にある心停止後の腎臓及び眼球（角   

膜）の提供を中心に、国民の臓器提供の意思を生かしこれを移植につなげるため   

に、臓器移植コーーディネ一夕ーの役割を明らかにし、腎バンク、アイバンク、提   

供病院、（社）日本臓器移植ネットワーク等の有機的な連携等めための必要な方策   

を検討するものである。  

○ なお、国民一般に対する普及啓発については、必要があれば、幅広い観点から   

検討することが望ましいことから、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会   

において検討する。  

2．主な検討事項  

（1） 臓器移植コーディネーターの役割  

（2） 腎バンク、アイバンク、提供病院、（社）日本臓器移植ネットワーク等の有  

機的な連携  

（3） その他   




